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令和８年度環境認証等活用促進補助金募集要項 

 

１ 事業内容 

世田谷区内（以下「区内」）の中小企業者(中小企業基本法に基づく法人)で、各種マネジメントシステ

ム認証取得及び更新登録を通して組織の効率的な業務改善を継続して行うことのほか、企業としての社

会的責任を果たすための積極的な取り組みに対して、その経費の一部を補助します。 

※補助金交付申請日と同一年度に審査し、取得・更新登録されるものに限る。 

２ 申請期間 令和８年４月１日（水）～ 令和８年１０月３０日（金）※消印有効 

※先着順のため、申請総額が予算枠到達時点で受付終了 

３ 補助対象者 以下の（１）から（３）の全ての要件を満たすものを対象とします。 

（１）大企業が実質的に経営に参画していないこと 

（２）令和８年４月１日現在、区内に法人登記があり、かつ主たる事務所又は工場を継続して１年以

上操業していること（バーチャルオフィスは対象外） 

（３）過去に同一内容で本補助金、または他の公的助成を受けていないこと 

４ 補助金額 

５ 補助対象経費 

 コンサルタント委託経費、審査経費、内部監査員・社員研修経費、認証•登録料等 

 ※補助金交付決定日以降に支払われた経費が対象。 

６ 申請書類 

（１）環境認証等活用促進補助事業交付申請書（※経費見積書添付：実施場所明記のもの） 

（２）補助事業計画書（第１号様式（第７条関係）別紙１） 

（３）補助事業予算書（第１号様式（第７条関係）別紙２） 

（４）履歴事項全部証明書（３か月以内の発行）、法人都民税・法人事業税納税証明書（前期分）、

社歴（経歴）書（A4サイズ・会社概要がわかるもの） 

（５）新規・認証の場合はコンサルタント委託契約書の写し、更新登録の場合はＩＳＯ規格更新前

の登録書の写し 

７ 実績報告書提出期限 令和９年３月１２日（金） 

 

補助対象事業名 補助率 補助限度額 

（１）ＩＳＯ規格（９００１・１４００１・２７００１）認証取得 

１／２

以内 

６５万円 

（２）エコアクション２１認証取得 
２０万円 

（３）エ コ ス テ ー ジ認証取得 

（４）プライバシーマーク認定取得 ３０万円 

（５）ＩＳＯ規格（９００１・１４００１・２７００１）更新登録 
※維持審査に係る経費は対象外。 
※各規格 1事業所につき 1回限り。 

１／３

以内 
２０万円 
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補助金の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請窓口・お問い合わせ先 

公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援・雇用係 

電話：０３－３４１１－６６０３ 

〒１５４－０００４  世田谷区太子堂２－１６－７ 世田谷産業プラザ４階 

※土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く（午前９時から午後５時３０分まで） 

 

申請書類は、公社窓口または郵送にて提出してください。 

※書類の記入要領等について質問がある方はお問合せください。 

補助事業完了後、実績報告書及び関係書類を添付し、 

速やかに公社に提出してください。 

申請書の提出 

事業実績報告 

請求書の提出 

補助金交付 

審査・可否決定 

審査・額確定 

４月１日（水）申請受付開始 

審査後、交付可能な場合、交付決定通知書を送付します。 

※交付決定通知日以前に審査や認証取得・再登録が完了している

場合は、補助金を交付することはできません。 

※交付決定日以降に支払われた経費が補助対象となります。 

審査後、補助金の額が確定しましたら、補助金確定通知書を送付

します。 

公社に請求書（指定様式）を提出してください。 

公社が貴社指定口座に補助金をお支払いします。 


